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事　　項

事　　業　　費 国　　　　　費

令和7年度
（A）

前年度
（B）

対前年度
倍　　率
（A/B）

令和7年度
（C）

前年度
（D）

対前年度
倍　　率
（C/D）

（東日本大震災復興特別会計）

災 害 復 旧 等 7,709 6,920 1.11 7,488 6,518 1.15

災 害 復 旧 7,709 6,920 1.11 7,488 6,518 1.15

災 害 関 連 − − − − − −

公 共 事 業 関 係 計 7,709 6,920 1.11 7,488 6,518 1.15

1．本表のほか、省全体で社会資本総合整備（復興）国費25,981百万円がある。
2．四捨五入の関係で合計値が合わない場合がある。

2．令和7年度「東日本大震災復興特別会計」水管理・国土保全局関係予算総括表（復興庁所管）
� （単位：百万円） 3-2-1　第 5次社会資本整備重点計画（概要）

3-2　社会資本整備重点計画

社会資本整備重点計画について
　⃝�社会資本整備重点計画法（平成15年法律第20号）に基づき、社会資本整備
事業を重点的、効果的かつ効率的に推進するために策定する計画（閣議決
定事項）

　⃝�対象は、道路、交通安全施設、鉄道、空港、港湾、航路標識、公園・緑地、
下水道、河川、砂防、地すべり、急傾斜地及び海岸並びにこれら事業と一
体となってその効果を増大させるため実施される事務又は事業

　⃝�第1次計画（平成15〜19年度）、第2次計画（平成20〜24年度）、第3次計画（平
成24〜28年度）、第4次計画（平成28〜令和2年度）

主な計画事項
　⃝�計画期間における社会資本整備事業の実施に関する重点目標
　⃝�重点目標の達成のため、計画期間において効果的かつ効率的に実施すべき
社会資本整備事業の概要

　⃝�社会資本整備事業を重点的・効果的かつ効率的に実施するための措置等

第5次社会資本整備重点計画の概要

第4次計画からの社会情勢の変化
①激甚化・頻発化する⾃然災害、②⼈⼝減少等による地域社会の変化、③国内外の経済
状況の変化、④加速化するインフラの⽼朽化、⑤デジタル⾰命の加速、⑥グリーン社会の
実現に向けた動き（2050年カーボンニュートラル等）・ライフスタイルや価値観の多様化

＋＋
新型コロナウイルス感染症による変化（デジタル化の必要性、サプライチェーンの国内
回帰、地⽅移住への関⼼の⾼まりや東京⼀極集中リスクの認識拡⼤等）

社会資本整備の取組の⽅向性
【社会資本整備の中⻑期的な⽬的】
⃝　国⺠が「真の豊かさ」を実感できる社会を構築する。
⃝　�そのため「安全・安⼼の確保」、「持続可能な地域社会の形成」、「経済成⻑の実現」
の3つの中⻑期的⽬的に資する社会資本を重点的に整備し、ストック効果の最⼤化
を⽬指す。

【5年後の短期的⽬標及びその達成に向けた取組の⽅向性】
⃝　�3つの中⻑期的⽬的及び社会情勢の変化を踏まえ、5年後を⽬途に6つの短期的⽬標
を設定。

⃝　�特に、「新たな日常」や2050年カーボンニュートラルの実現を見据え、インフラ分
野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）や脱炭素化、サプライチェーンの
強靱化・最適化、新たな人の流れを支えるための基盤整備等に取り組むことが必要。
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⃝　�⽬標達成に向け、社会資本整備のストック効果を最⼤限発揮させるためには、社会
資本整備に「総⼒」、「インフラ経営」の視点を取り⼊れ、「正のスパイラル」を⽣
み出すことが必要不可⽋。

④経済の好循環を
支える基盤整備

③持続可能で暮らし
やすい地域社会の実現

①防災・減災が主流
となる社会の実現

3つの
中⻑期的⽬的

6つの
短期的⽬標

社会資本整備の
ストック効果を
発揮するための
取組の⽅向性

②持続可能なインフラメンテナンス

「正のスパイラル」によるストック効果のさらなる拡大

⑤インフラ分野のデジタル・トランスフォーメーション（DX）

▪「総⼒」
　�「３つの総⼒（主体・⼿段・時間軸）」を挙げ、社会資本整備を深化
▪「インフラ経営」
　�インフラを国⺠が持つ資産として捉え、その潜在⼒を引き出すとともに、新たな価
値を創造の視点を追加

持続可能で質の高い社会資本整備を下支え
戦略的・計画的な社会資本整備のための安定的・持続的な公共投資の確保
社会資本整備を支える建設産業の担い手の確保・育成や生産性向上

（適切な賃金水準の確保、長時間労働の是正・週休2日の実現、i-Constructionの推進、建設キャリアアップシステムの普及等）

⑥インフラ分野の脱炭素化・インフラ空間の多面的な利活用による生活の質の向上

「真の豊かさ」を実感できる社会を構築する

経済成長の実現持続可能な地域社会の形成安全・安心の確保

新規インフラの
整備

既存インフラの
管理・利活用

新規インフラの
管理・利活用

3-2-2　社会資本整備重点計画指標一覧表

＜第5次＞社会資本整備重点計画について
� 【計画期間】R3〜R7

＜河川＞

令和3年5月28日
閣議決定

⃝�一級河川・二級河川における戦後最大洪水等に対応した河川の整備率

KPI

初期値（R元年度） 目標値（R7年度）

一級 約65% 約73%

二級 約62% 約71%

⃝�あらゆる関係者が連携して取り組む流域治水として流域対策に取り組む市町村数

初期値（R元年度） 目標値（R7年度）

536 約900

⃝�最大クラスの洪水等に対応した避難確保・浸水防止措置を講じた地下街等の数

初期値（R2年度） 目標値（R7年度）

846 972

⃝�気候変動の影響を考慮した河川整備計画の策定数

初期値（R2年度） 目標値（R7年度）

0 約20

KPI

⃝�一級水系及び二級水系において、連携して流域治水プロジェクトを策定している水系数

初期値（R元年度） 目標値（R7年度）

0 約550

⃝�利水ダムを含む既存ダムの洪水調節機能の強化

初期値（R元年度） 目標値（R3年度）

事前放流の実施体制
が整った水系の割合 0% 100%

KPI




